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平成２１年度公共事業再評価調書の要旨 

 

 

１ 趣旨                                 

 

 県では，平成１４年度から行政活動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号。以下「条例」

という。）に基づいて公共事業再評価を実施しています。この書面は，条例第５条第２項に基づき，県が現

在実施している公共事業の中で，計画又は事業着手後，一定の期間を経過した事業を対象に作成した公共事

業再評価調書（県の自己評価原案）の内容について，県民の皆さまにわかりやすく説明するために作成した

ものです。 
 
２ 公共事業再評価について                        

 

 （１）公共事業再評価の目的 

 

  公共事業の効率性及びその実施過程における透明性の向上を図るため，計画又は事業着手後，一定の期

間を経過した事業について，事業継続の妥当性について再検討を行うものです。 

 

 （２）公共事業再評価の対象 
 
  県が事業主体である公共事業のうち，次のいずれかに該当するものについて，評価の対象としています 

（災害の復旧又は防止のため，緊急に行う必要がある事業及び維持管理事業その他の現状の機能を確保す

るための事業は除きます。）。 

  

① 事業着手後５年間を経過した時点で未着工の見込みの事業 

② 事業着手後１０年間を経過した時点で継続中の見込みの事業 

③ 再評価実施後５年間を経過した時点で未着工又は継続中の見込みの事業 

④ 事業採択後，準備・計画段階で５年間が経過する見込みの事業 

（地域高規格道路事業，ダム事業に限る。） 

⑤ 社会経済情勢の変化等により再評価を実施する必要がある事業 

 

（３） 公共事業再評価の基準及び評価の実施機関 

                       

県の各事業担当課において，下記基準に基づいて評価を行います。その際には，評価の客観性を確保する

ため，有識者で構成する宮城県行政評価委員会の意見を聴き，評価に反映します。また，広く県民からも

意見を聴き，評価に反映する仕組みとなっています。 

 

① 事業の進捗状況 

② 事業を巡る社会経済情勢等の変化への対応 

③ 代替案と比較検討した場合の妥当性 

④ コスト縮減の検討内容の適切性 

⑤ 費用対効果の適切性 
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（４）公共事業再評価の流れ 

   

①公共事業再評価調書（県の評価原案）の作成  【フロー図１，２】 

 県は，公共事業再評価調書を作成して，自ら評価します。 

 

  ②宮城県行政評価委員会などからの意見聴取  【フロー図３～７】 

上記①の県による評価の客観性を確保し，評価過程の透明性を高めるため，自ら評価した内容につい

て，県民意見聴取を行うほか，宮城県行政評価委員会の意見を聴き，その意見を評価結果に適切に反映

させることとしています。 

 

③県の対応方針と評価書の作成  【フロー図８～１１】 

 その後，上記委員会の意見に対する県の対応方針と，それを踏まえた最終的な評価結果を記載した「評

価書」を作成して公表するとともに，県議会に報告することとしています。 

    

④反映状況を説明する書面の作成  【フロー図１２～１５】 

 評価結果を踏まえ，翌年度以降の事業実施方針の検討並びに翌年度の予算編成等を決定する際の情報

として活用し，適切に反映させることとしています。反映状況を説明する書面は公表し，県議会に報告

することとしています。 

 

《 フロー図 》 

 

 

 

７ 答申 

４月 

～ 

６月 

２ 公共事業再評価調書の 

要旨の作成と公表 

  （条例第５条第２項）

１ 公共事業再評価調書の 

作成と公表 

（条例第５条第１項・第２項） 

 
 
 

６月 

 

 

～ 

 

 

11月 

 

 

 

 
12月 

 

～ 

 

２月 

５ 県民意見聴取 

 （条例第９条第１項） 

６ 県民意見聴取結果の公表 

（条例第９条第２項） 

 
 

４ 宮城県行政評価委員会 

(公共事業評価部会)での 

審議 

  （条例第８条第１項） 

 

８  宮城県行政評価委員会の意見に対

する県の対応方針の作成及び公共

事業再評価の評価結果を記載した

評価書の作成と公表  

    （条例第１０条第１項・第２項） 

12 評価結果の活用・反映 

・事業実施方針の検討 

・予算編成等 

13  評価結果の反映状況説明 

  書面の作成と公表 

     （条例第１１条第２項） 

 

９ 評価書の要旨の作成と公表 

（条例第１０条第２項） 

10 評価結果の議会への報告 
（条例第１２条第１項） 

11 県民意見聴取結果の評価への

反映状況の公表 

     （条例第９条第３項） 

14 評価結果の反映状況説明書面

の要旨の作成と公表 
（条例第１１条第２項） 

15 評価結果の反映状況の議会へ

の報告 
（条例第１２条第２項） 

３ 諮問 
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３ 対象事業一覧表

事業 完成 再評価対象区分

番号 事業種別 事 業 名 事業実施箇所 採択 予定 5年 10年 再々評価 5年 その他 備 考

年度 年度 未着工 未完了 未着手

１ 道 路 一般県道大衡仙台線 大和町 H７ H24 ○ 土木部

小野道路改良事業 道路課

２ 道 路 みやぎ県北高速幹線道路 栗原市 H7 H23 ○ 土木部

整備事業（Ⅰ期） 道路課

３ 道 路 主要地方道丸森柴田線 角田市 H12 H28 ○ 土木部

坂津田道路改良事業 道路課

４ 道 路 主要地方道河南築館線 涌谷町 H7 H24 ○ 土木部

松崎道路改良事業 道路課

５ 道 路 一般県道半田山下線 角田市，山元町 H12 H22 ○ 土木部

小平道路改良事業 道路課

６ 河 川 広域河川 白石川（荒川） 村田町 S48 H40 ○ 土木部

河川改修事業 河川課

７ 河 川 広域河川 増田川（川内沢川） 名取市，岩沼市 H7 H40 ○ 土木部

河川改修事業 河川課

８ 河 川 津谷川 本吉町 H2 H40 ○ 土木部

総合流域防災事業 河川課

９ 河 川 真野川（上流） 石巻市 H元 H30 ○ 土木部

総合流域防災事業 河川課

１０ 河 川 洞堀川 大和町 H2 H40 ○ 土木部

総合流域防災事業 河川課

１１ 海 岸 侵食対策事業 東松島市 H2 H27 ○ 土木部

大曲海岸 河川課

１２ 砂 防 南野尻沢２ 仙台市 H12 H23 ○ 土木部

通常砂防事業 防災砂防課

１３ 砂 防 大沢川 大崎市 H12 H23 ○ 土木部

火山砂防事業 防災砂防課

１４ 農業農村 かんがい排水事業 栗原市，登米市， S58 H22 ○ 農林水産部

整備 （迫川上流地区） 岩手県一関市 農村整備課

１５ 農業農村 かんがい排水事業 栗原市 S61 H22 ○ 農林水産部

整備 （迫川上流３期地区） 農村整備課

１６ 農業農村 かんがい排水事業 大崎市 H12 H23 ○ 農林水産部

整備 （大崎西部２期地区） 農村整備課

１７ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 大崎市 H12 H26 ○ 農林水産部

整備 （田尻西部地区） 農村整備課

１８ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 大崎市 H12 H24 ○ 農林水産部

整備 （敷玉西部地区） 農村整備課

１９ 農業農村 経営体育成基盤整備事業 石巻市 H12 H24 ○ 農林水産部

整備 （北上地区） 農村整備課

２０ 農業農村 湛水防除事業 柴田町 H7 H24 ○ 農林水産部

整備 （槻木地区） 農村整備課

計２０事業 道路５，河川５，海岸１，砂防２ ８ １２ 土木部 １３

農業農村整備７ 農 林 水 産 部 ７

○再評価対象区分 （行政活動の評価に関する条例施行規則第２２条）

・未 着 工：事業着手をした年度から起算して５年度以内に用地買収の手続又は工事のいずれも行われないことが見込まれるもの

・未 完 了：事業着手をした年度から起算して１０年度以内に事業の完了が見込まれないもの

・再々評価：公共事業再評価を行った年度の翌年度から起算して５年度（下水道事業については１０年度）以内に，用地買収の手続

若しくは工事のいずれも行われないことが見込まれるもの又は事業の完了が見込まれないもの

・未 着 手：事業の準備又は計画に係る調査費が予算に計上された年度から起算して５年度以内に事業着手をしないことが見込ま

れるもの

・そ の 他：社会経済情勢の急激な変化，住民の要望の変化等事業の円滑な推進に課題を抱えており，特に今後の展開について

判断が必要とされるもの
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４ 公共事業再評価調書の概要 （１／２）

事業 事業 事業 完成 全体 進捗率 総合評価
番号 種別 事 業 名 主体 採択 予定 事業費 事業目的・事業概要 対応方針(案)

年度 年度 (億円) (％)
１ 道路 一般県道大衡仙台線 県 H７ H24 33.9 78.5 道路改良事業により，国道４号や 事業継続

小野道路改良事業 主要地方道仙台泉線の恒常的な混
※再々評価 雑緩和や物流，交流の円滑な促進

に寄与するもの。
延長1,437m
車道幅員6.5m(全体幅員11.5m)

２ 道路 みやぎ県北高速幹線 県 H7 H23 250.0 89.6 栗原・登米地方の中心都市相互 事業継続
道路整備事業（Ⅰ期） の連携を強化し，地域の活性化及

※再々評価 び産業振興に資する高速性・定時
制に優れた自動車専用道路を整備
するもの。

延長8,800m
車道幅員7.0m(全体幅員12.0m)

３ 道路 主要地方道 県 H12 H28 14.7 30.6 道路改良事業により，仙南圏域を 事業継続
丸森柴田線 南北に連絡する幹線道路を整備し，
坂津田道路改良事業 円滑で安全な交通の確保を図るも

の。
延長1,760m
車道幅員6.5m(全体幅員12.0m)

４ 道路 主要地方道 県 H7 H24 6.8 53.8 道路改良事業により，通勤通学 事業継続
河南築館線 路や生活道路として安全で円滑な
松崎道路改良事業 交通を確保し，また大崎圏とその他

※再々評価 の地域との一層の連携強化を図るも
の。

延長1,941m
車道幅員6.0m(全体幅員9.75m)

５ 道路 一般県道 県 H12 H22 71.2 86.9 仙台南部地域の広域的な連携強 事業継続
半田山下線 化と交流促進を図るため，道路改良
小平道路改良事業 事業により，道路の利便性を向上す

るもの。
延長6,350m
車道幅員6.5m(全体幅員11.0m)

６ 河川 広域河川 県 S48 H40 20.0 62.8 荒川の治水対策として，河川改修 事業継続
白石川（荒川） を行うもの。
河川改修事業 改修延長2,250m

※再々評価

７ 河川 広域河川 県 H7 H40 186.6 61.5 川内沢川の治水対策として，河川 事業継続
増田川（川内沢川） 改修を行うもの。
河川改修事業 改修延長11,780m

※再々評価

８ 河川 津谷川 県 H2 H40 23.0 27.1 津谷川の治水対策として，河川改 事業継続
総合流域防災事業 修を行うもの。

※再々評価 改修延長4,670m

９ 河川 真野川（上流） 県 H元 H30 29.9 54.5 真野川の治水対策として，河川改 事業継続
総合流域防災事業 修を行うもの。

※再々評価 改修延長7,300m

１０ 河川 洞堀川 県 H2 H40 19.5 44.2 洞堀川の治水対策として，河川改 事業継続
総合流域防災事業 修を行うもの。

※再々評価 改修延長2,725m

１１ 海岸 侵食対策事業 県 H2 H27 38.8 92.3 越波による背後資産の浸水被害 事業継続
大曲海岸 防止と砂浜の浸食防止を図るため，

※再々評価 海岸保全施設を整備するもの。
海岸保全区域延長6,830m
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４ 公共事業再評価調書の概要 （２／２）

事業 事業 事業 完成 全体 進捗率 総合評価
番号 種別 事 業 名 主体 採択 予定 事業費 事業目的・事業概要 対応方針(案)

年度 年度 (億円) (％)
１２ 砂防 南野尻沢２ 県 H12 H23 6.4 91.6 地域生活へ多大な影響を与える 事業継続

通常砂防事業 土石流災害を未然に防ぐため，砂
防えん堤築造工事を実施するもの。

砂防えん堤4基
渓流保全工457.5m

１３ 砂防 大沢川 県 H12 H23 16.4 75.4 砂防流路工並びに砂防えん堤を 事業継続
火山砂防事業 施工し，下流市道，人家，耕地等を

保全し，民生の安定を図ることを目
的とし，火山砂防事業を実施するも
の。 流路工2,265m 床固工12基

帯工10基 砂防えん堤1基
１４ 農業 かんがい排水事業 県 S58 H22 87.1 97.9 基幹的な農業水利施設を整備 事業継続

農村 （迫川上流地区） し，農業用水の合理的配分を行うと
整備 ※再々評価 ともに，農業経営の近代化及び合

理化を図るもの。
受益面積3,760ha
頭首工3箇所 揚水機場工3箇所
用水路工40,709m

１５ 農業 かんがい排水事業 県 S61 H22 81.6 98.8 基幹的な農業水利施設を整備 事業継続
農村 （迫川上流３期地区） し，農業用水の合理的配分を行うと
整備 ※再々評価 ともに，農業経営の近代化及び合

理化を図るもの。
受益面積3,014ha
頭首工3箇所 揚水機場工2箇所
用水路工32,855m

１６ 農業 かんがい排水事業 県 H12 H23 15.8 74.1 基幹的な農業水利施設を整備 事業継続
農村 （大崎西部２期地区） し，農業用水の合理的配分を行うと
整備 ともに，農業経営の近代化及び合

理化を図るもの。
受益面積478ha
揚水機場工2箇所
用水路工4,349m

１７ 農業 経営体育成 県 H12 H26 54.3 51.6 ほ場の大区画化等の整備を行い 事業継続
農村 基盤整備事業 効率的なほ場条件とし，汎用耕地に
整備 （田尻西部地区） よる土地利用率の向上，維持管理

の節減等の合理化及び農業構造の
改善を図り，地域農業体系を確立
するもの。

受益面積483.0ha
区画整理483.0ha
暗渠排水475.5ha 客土45.0ha

１８ 農業 経営体育成 県 H12 H24 23.1 92.6 ほ場の大区画化等の整備を行い 事業継続
農村 基盤整備事業 効率的なほ場条件とし，汎用耕地に
整備 （敷玉西部地区） よる土地利用率の向上，維持管理

の節減等の合理化及び農業構造の
改善を図り，地域農業体系を確立
するもの。

受益面積240.3ha
区画整理240.3ha
暗渠排水239.8ha

１９ 農業 経営体育成 県 H12 H24 47.8 41.4 ほ場の大区画化等の整備を行い 事業継続
農村 基盤整備事業 効率的なほ場条件とし，汎用耕地に
整備 （北上地区） よる土地利用率の向上，維持管理

の節減等の合理化及び農業構造の
改善を図り，地域農業体系を確立
するもの。

受益面積293.6ha
区画整理293.6ha
暗渠排水291.8ha

２０ 農業 湛水防除事業 県 H7 H24 60.9 92.0 排水施設を再整備し湛水被害を 事業継続
農村 （槻木地区） 防止するとともに，農業経営の安定
整備 ※再々評価 と生活環境の向上を図るもの。

受益面積464.8ha
排水機場1箇所
導水路267.4m 排水路1,833.3m




